
参考資料

参 照 条 文

●ヽ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (抄 )

(特定感染症予防指針)

第 11条

厚生労働大臣は、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があ

るものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生

の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その他当該感染

症に応じた予防の総合的な推進を図るための指針 (次項において「特定感染症予防指針」

という。)を作成し、公表するものとする。        
′

2 厚生労働大臣は、特定感染症予防指針を作成し、又はこれを変更しようとするとき

|よ、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

(医師の届出)    .:
第 12条                              ,

医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号

に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事

項を、第二号に掲げる者については7日 以内にその者の年齢、'性別その他厚生労働省令

で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
二 ―類感染症の患者、三類感染症:三類感染症、四類感染症又は新型インフルエン

ザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかつていると疑われ
る者

二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者 (厚生労働省令で定める五類感染症の無

症状病原体保有者を含む。)

2～ 6(略 )

(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 )

第 15条    '
都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を

明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、こ類感染症、三

類感染症、四類感染症、五類感染症若 しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似

症患者及び無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させる

おそれがある動物若 しくはその死体の所有者若 しくは管理者その他の関係者に質問さ

せ、又は必要な調査をさせることができる。

2 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必

要があると認めるときは、当該職員に一類感染症t二類感染症、三類感染症、四類感

染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者(疑似症患者及び無症 _

状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある



動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要
・な調査をさせることができる。

3 -類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型イン

フルエンザ等感染症の患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者t新感染症の所見が

ある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若
しくは管理者その他の関係者は、前二項の規定による質問又は必要な調査に協力する
よう努めなければならない。

4～ 7(略)    :

(情報の公表)

第 16条

厚生労働大臣及び都道府県知事は、第 12条から前条までの規定により収集した感染
症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報
並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インタTネ ットその他適
切な方法により積極的に公表しなければならない。               '
2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければなら:な い。

(健康診断)   ヽ|                      _
第 17条      `                   :
都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルェンザ等感

染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると

疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する

医師の健康診断を受け、又はその保護者 (親権を行う者又は後見人をし`う。以下同じ。)

に対し当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受
けさせるべきことを勧告することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、
当該勧告に係る感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者について、
当該職員に健康診断を行わせることができる。

3 都道府県知事は、第一項に規定する健康診断の勧告をし、又は前項に規定する健康

診断の措置を実施する場合には、同時にt当該勧告をし、又は当該措置を実施する理

由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、
当該事項を書面により通矢口しないで健康診断の勧告をしt又は健康診断の措置を実施
すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。  |

4 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該健康診断の勧告又は措置の
後相当の期間内に、同項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を
交付 しなければならない。

(入院 )

第 19条

都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、



当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関
に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができ

る。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときはt特定感染症指定医療機関若し

くは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であつて当該都道府県知事

が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することがで

きる。     ,                           ´

2 都道府県知事1よ、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又は

:そ の保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。

3 都道府県知事は、第 1項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、

当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関 (同項

ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一

種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であつて当該都道府県知事が適当と認

めるもの)に入院させることができる
`4 第 1項及び前項の規定に係る入院の期間は、72時間を超えてはならない。

5 都道府県知事はt緊急その他やむを得ない理由があるときはt第 1項又は第 3項の

規定により入院している患者を、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院

又は診療所であつて当該都道府県知事が適:当 と認めるものに入院させることができ.

る。     ・

6 第 1項又は第 3項の規定に係る入院|の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合

算した期間は、72時間を超えてはならない。           ,
7 都道府i県知事は、第 1項の規定による勧告又は第3項の規定による入院の措置をし

たときはこ遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保

健所について置かれた第 24条第 1項に規定する協議会に報告しなければならない。

第 20条

都道府県知事は、二類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当

該感染症の患者であつて前条の規定により入院しているものに対し10日 以内の期間を

定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその

保護者に対し当該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただ

し、緊急その他やむを得ない理由があるときは、10日 以内の期間を定めて、特定感染

症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であつ

て当該都道府県知事が適当と認めるものに入院しt又は当該患者を入院させるべきこと

を勧告することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、
｀10日 以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一

種感染症指定医療機関 (同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染

症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であつて

当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。       |
3 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前2項の規定により

入院している患者を、前2項の規定により入院したときから起算して 10日 以内の期
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間を定めてt当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であつて

当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。

4 都道府県知事は、前3項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る患者に

ういて入院を継続する必要があると認めるときは、10日 以内の期間を定めて、入院

の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延

長しようとするときも、同様とする。

5 都道府県知事は、第 1項の規定による勧告又は前項の規定による入院の期間を延長

しようとするときは、あらかじめ、当該患者が入院している病院文は診療所の所在地

を管轄する保健所についで置かれた第 24条第 1項に規定する協議会の意見を聴かな

ければならない。         、
6 都道府県知事は、第1項の規定による勧告をしようとする場合には、当該患者又は

その保護者にt適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知

事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合にお

いては、当該患者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所

及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。

フ～8(略)  :

(退院‐)

第 22条

都道府県知事は、第 19条又は第 20条の規定により入院卜している患者について、当該

入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院じ

ている患者を退院させなければならない。       1          '
2～ 4(略)                        .

第 22条の2(最
'1ヽ

限度の措置)

第 17条から第 21条までの規定により実施される措置は、感染症を公衆にまん延させ

るおそれ、感染症にかかつた場合の病状の程度その他の事情に照らしてt感染症の発生

を予防しt又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。

(感染症の診査に関する協議会)

第 24条

各保健所に感染症の診査に関する協議会 (以下この条において「協議会」という。)

を置く。

2 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要

があると認めるときは、二以上の保健所について一の協議会を置くことができる。
3～ 6(略 )

(準用)           ′

第 26条                   ′

第 19条から第 23条まで、第 24条の 2及び前条の規定は、
:二

類感染症及び新型イン
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フルエンザ等感染症の患者について準用する。この場合において、第 19条第 1項及び

第 3項並びに第 20条第 1項及び第 2項中「特定感染症指定医療機関若 しくは第一種感

染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第■種感染症指定医療機関

若 しくは第二種感染症指定医療機関」と、第 19条第 3項及び第 20条第 2項中「特定感

染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機

関、第二種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第 21条中「移送

しなければならない」とあるのは「移送することができる」と、第 22条第 1項及び第

2項中「一類感染症の病原体を保有 していなしヽこと」とあるのは「二類感染症の病原体

を保有 していないこと若 しくは当該感染症の症状が消失 したこと又は新型インフルエ

ンザ等感染症の病原体を保有 していないこと」と、同条第 4項中「一類感染症の病原体

を保有 しているかどうか」とあるのは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか、

若 しくは当該感染症の症状が消失 したか どうか、又は新型インフルエンザ等感染症の病

原体を保有 しているかどうか」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読

替えは、政令で定める。                          ,

(結核患者に係る入院に関する特例)

第 26条の 2          .
結核患者に対する前条において読み替えて準用:す る第 19条及び第 20条の規定の適用

については、第 19条第 7項中「当該患者が入院 している病院文は診療所の所在地」と

あるのは「当該患者の居住地」と、第 20条第 1項本文中「10日 以内」とあるのは「30

日以内」とt同条第 4項中「10日 以内」とあるのは「10日 以内 (第 1項本文の規定に

係る入院にあっては、30日 以内)」 と、同条第 5項中:「 当1該患者が入院 している病:院又

は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」とする。

(入院患者の医療 )

第 37条
｀

都道府県は、都道府県矢口事が第 19条若 しくは第 20条 (こ れらの規定を第 26条にお

いて準用する場合を含む。)又は第 46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施

した場合において、当該入院に係る患者 (新感染症の所見がある者を含む。以下この条

において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療

機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を、負担する。

1 診察

2 薬剤又は治療材料の支給

3 医学的処置、手術及びその他の治療

4 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(結核患者の医療)                  `
第 37条の2

都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又は

その保護者から申請があつたときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労



働省令で定める医療を受けるために必要な費用の 100分の 95に相当する額を負担する

ことができる。

(結核患者の届出の通知)

第 53条の 10

都道府県知事は、第 12条第 1項の規定による結核患者に係る届出を受けた場合にお

いて、当該届出がその者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われ

たときは、直ちに当該届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所長に通知しなけれ

ばならない。              |

(結核登録票)

第 53条の 12

保健所長は、結核登録票を備え、これに、その管轄する区域内に居住する結核患者及

び厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない:

2 前項の記録は、第 12条第 1項の規定による届出又は第 53条の 10の規定による通

知があつた者につし`て行うものとする
`3 結核登録票に記載すべき事項、その移管及び保存期間その他登録票に関し必要な事

項は、厚生労働省令で定める。                   r

(家庭訪間指導)                      ‐

第 53条の 14            _
保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療上必要が

あると認めるときは、保健師又はその他の職員をして、その者の家庭を訪間させ、処方

された薬剤を確実に服用することその他必要な指導を行わせるものとする。

(医師の指示)  
｀

第 53条の 15                 1
医師は、結核患者を診療したときは、本人又はその保護者若しくは現にその患者を看

護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用することその他厚生労働省令で定める患

者の治療に必要な事項及び消毒その他厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項

を指示しなければならない。

(都道府県の支弁すべき費用)

第 58条

都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

1～ 9(略)                          .
10 第 37条第 1項の規定により負担する費用

11 第 37条の2第 1項の規定により負担する費用    :
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(国の負担)

第 ol条                        :
1(略 ).

2 国は、第 58条第 10号の費用及び同条第 12号の費用 (第 37条の2第 1項に規定

する厚生労働省令で定める医療に係るものを除くも)に対して、政令で定めるところ

によりtその4分の3を負担する。 i  ｀

(国の補助)

第 62条   ‐             、        ´

国は、第 58条第 11号の費用及び同条第 12号の費用 (第 37条の2第 1項に規定する
´厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)に対して、政令で定めるところにより、

その2分の1を補助するものとする。

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する施行規則 (抄) ~

(特定感染症予防指針を作成する感染症 )

第 2条 i

法第 11条第 1項 に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。
、一  インフルエンザ

: 二  結核

三  後天性免疫不全症候群

四  性器クラミジア感染症

五  性器ヘルペスウイルス感染症  ‐

六  尖圭コンジロTマ
七  梅毒

八  麻 しん

九  淋菌感染症        、

(医療の種類)                 |
第 20条の 2

法第 37条の 2第 1項 に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対 して

行う次の各号に掲げる医療 (第 1号から第 4号までに掲げる医療にあっては、厚生労働

大臣の定める基準によつて行う医療に限る。)とする。

1 化学療法

2 外科的療法  |
3 骨関節結核の装具療法

4 前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査

5 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な処置その他の治療 ‐



6 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容 (食事の給与及び

寝具設備を除く。)       ｀

(結核回復者の範囲)

第 27条の7                1
法第 53条の 12第 1項に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必

要としないと認められてから2年以内の者その他結核再発のおそれが著しいと認めら

れる者とする。

(結核登録票の記録事項等)

第 27条の8

法第 53条の 12第 3項に規定する結核登録票に記録すべき事項は、次のとおりとする。
す 登録年月日及び登録番号

二 結核患者又は結核回復者の住所、氏名、生年月日、性別(職業並びに結核患者

が成年に達していない場合にあって|ょ :その保護者の氏名及び住所

三 届け出た医1師の住所 (病院又は診療所で診療に従事する医師については1当該

病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
: 

四 結核患者については、その病名、1病状及び現に医療を受けてし`ることの有無

五 結核患者又は結核回復者に対して保健所がとった措置の概要

六 前各号に掲げるもののほか、生活環境その他結核患者又は結核回復者の指導上
:  必要と認める事項

2 保健所長は、結核登録票に登録されている者がその管轄区域外に居住地を移したと

きは、直ちに:その者の新居住地を管轄する保健所長にその旨を通報し、かつ、その

者に係る結核登録票を送付しなければならない6

3 結核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなったときは、保健所

長は、その必要としなくなつた日から二年間、なおその者に係る結核登録票を保存じ

なければならない。

(医師の指示事項)

第 27条の 10

法第 53条の 15に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のと

おりとする。

一 結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。 |
二 結核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片又は紙片に取つて

捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。       1
三 結核を感染させるおそれがある患者は、せき又はくしゃみをするときは、布片
又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。

8



●予防接種法 (抄 )

第 2条 _

この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、
｀
疾病

の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種するこ

とをいう。《改正》平 13法 1162 その発生及びまん延を予防することを目的として、

この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病 (以下「―類疾病」という。)は、

次に掲げるものとする。

一 ジフテリア

二 百日せき

三 急性灰白髄炎

四 麻しん

五 風 しん
,

1 六
:日

本脳炎

七 破傷風         ‐

八 結核                  ｀           :
九 前各号に掲げる疾病のほか:その発生及びまん延を予防するため特に予防接種

を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病

第3条
市町村長は11類疾病及び2類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の

区域内に居住する者であつて政令で定めるものに対し、保健所長 〔特別区及び地域保健

法 (昭和 22年法律第 101号)第 5条第 1´ 項の規定に基づく政令で定める市 (第 9条に

おいて「保健所を設定する市Jと いう:)にあっては、都道府県知事とする。〕の指示を

受け期'日
又は期FH3を指定してこ予防接種を行わなければならない。

第 20条            ィ

厚生労働大臣は、一類疾病及び二類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必

要があるものとして厚生労働省令で定めるものについてt当該疾病に応じた予防接種の

推進を図るための指針 (以下この条において「指針」というど)を定めなければならない。

2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。        |
T 当該疾病に係る予防接種の意義、有効性及び安全性に関する事項

二  当該疾病に係る予防接種に関する啓発及び知識の普及に関する事項

三  当該疾病に係る予防接種の適正な実施のための方策に関する事項

四 当該疾病に係る予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関す

る事項
t五  当該疾病に係る予防接種に関する国際的な連携に関する事項

六  その他当該疾病に係る予防接種の推進に関する重要事項

3 当該疾病について感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成

十年法律第百十四号)第十二条第一項の規定により同項に規定する特定感染症予防指

針が作成されるときは、指針は、当該特定感染症予防指針と一体のものとして定めら



れなければならない:

4 厚生労働大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。

●予防接種法施行令 (抄 )

(定期の予防接種を行う疾病及びその対象者)

第1条の2

法第3条第 1項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項 (予防

接種法の一部を改正する法律 (平成 13年法律第 116号 )附則第3条第1項の規定によ

り読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとに

それぞれ同表の下欄に掲げる者 (当該疾病にかかつている者又はかかつたことのある者

(イ ンフルエンザ|=｀あうては1イ ンフルiンザにかかつたことのある者を除く。)その

他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。

疾病 定期の予防接種の対象者

ジフテ リア

2.

1 生後 3月 から生後 90月 に至るまでの間にある者

11歳以上 13歳未満の者

百日せき 生後 3月 か ら生後190月 に至 るまでの間にある者

急性灰白髄炎 生後3月 から生後 90月 に至るまでの間にある者

麻 しん 1.生後 12月から生後 24月 に至るまでの間にある者 :

2.5歳 :以上7歳未満の者で,あ つて、小学校就学の始期に達す

る日の 1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間
にある者

風 しん 1.生後 12月 から生後 24月 に至るまでの間にある者    :
2,5歳以上フ歳未満の者であって、小学校就学の始期に達す

る日の 1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間

にある者     :
日本脳炎 1.生後 6月 から生後 90月 に至るまでの間にある者

2.9歳 以上 13歳未満の者

破傷風 生後 3月 から生後 90月 に至るまでの間にある者

11歳以上 13歳未満の者2.

結核 生後 6月 に至るまでの間にある者

インフルエンザ 65歳以上の者  ‐      `
60歳以上65歳未満の者であつて、心臓、じん臓若しくは
呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能
に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

2.

2 前項の表結核の項下欄の規定にかかわ らず、地理的条件、交通事情、災害の発生そ
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の他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合には、結核に係る定期の予防

接種の対象者は、生後 1歳に至るまでの間にある者とする。

第 11条の 27

法第 20条第 1項に規定する厚生労働省令で定める疾病は、麻 しん、結核及びインフ

ルエンザとする。




